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１．はじめに
　暴走したトロッコがあって、その軌道上には５人
の作業員が作業している。その５人はその暴走ト
ロッコの存在に気付かず、このままではトロッコに
ひかれて全員が死んでしまう。けれども、あなたは
そのトロッコの軌道を変える分岐点に居て、あなた
が操作をすればトロッコの進行方向を変えることが
できる。進行方向を変えたもう一方の軌道上には、
１人の作業員が作業をしている。むろん、あなたが

軌道を変えれば、先の５人は助かるが、軌道を変え
た先で作業をしている１人は死んでしまうことにな
る。
　こうした状況下で、あなたは軌道を変えるのかど
うかというのが命題であり、それによって論理的
思考力を試そうというのが、この設例の目的である。
むろん、こういった設例では、暴走トロッコを止め
るための他の手段は一切無いものとされているし、
５人を助けるためには１人を犠牲にするしかない状
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況が設定されている。
　これは、論理的思考を試すためのものであり、こ
の書籍によれば、大多数の人が、「軌道を変える」ほ
うを選択している、とのことである。つまり、１人
を犠牲にして５人を助ける道を選ぶわけである。あ
くまで頭の中で考えることであるから、実際の現場
に居たとして果たしてそれができるかどうかは問題
ではない。あくまで、「頭が考えたらどうなるか」と
いう、そういう問題である。
　こう言うと「頭の中で考えるだけなら、どんなこ
とでもできるのではないか」（つまり、考えるだけ
ならどんな残酷なことでもできようが、ということ
である）という声も聞こえてきそうであるが、その
設例には続編があって、「隣の巨漢（太った男）を落
とす」パターンが提示されている。
　つまり、あなたは橋の上からトロッコが暴走する
のを見つけた。橋の直下には、その軌道がある。軌
道の先には５人の作業員が作業をしていて、このま
まにしておけば、かの暴走トロッコはその５人の作
業員全員の命を奪ってしまうことになるだろう。け
れども、あなたの隣には、巨漢（太った男）がいて、
橋の上から身を乗り出していて、簡単に突き落とせ
る。この巨漢を突き落として軌道上に載せれば、暴
走トロッコを止めることができる。むろん、軌道上
に上手く落とせないとか、他の手段があるというの
は考えなくともよい。ただ、あなたが身を投げたと
しても暴走トロッコを止めることはできず、先の５
人は死んでしまう。先の５人を助ける方法は、隣の
巨漢を突き落とすしかないということになったら、
あなたは果たしてどうするのか。これが、「隣の巨
漢（太った男）を落とす」のバージョンである。
　「考えるだけなら、どんな残酷なこともできる」
と思った方もいるかもしれないが、結果はそうはな
らなかった。先の「軌道を変える」設例で、「５人
を助けるために、１人を犠牲にする」途を選んだ人
の殆どが、突き落とさない道を選んだ。同じく「５
人を助けるために、１人を犠牲にする」ことなのに、
なぜなのかということを考えるのが“思考実験”と
いうものである。確かに、軌道を変えることは、頭
で考えるだけならできることで、実際にその現場に
居たとしたらできないことなのかもしれないが、巨
漢を突き落とすことは、頭で考えただけでもできな
いのである。なのでもし、実際に現場に居たとした
ら、絶対にできないことであるし、絶対にしないこ
と、絶対に起こらないことである。
　なぜ上記のような結果になるのかというと、要は、

軌道を変えるほうは死ぬ状況が全くの等価であるか
ら、基本的には数の問題で解決されることになると、
そういうわけである。つまり、「質が全く同じなの
であれば、量で比較される」ということになるわけ
である。けれども、巨漢を突き落とす方は、性質が
全く異なる状況なので、単純に数だけで比較するこ
とはできないと、そういうことになる。

２．決断のときと知識労働者のマネジメント
　ここで、このような設例について、自分には全く
の無関係であると、そう思っている方もいるのでは
ないだろうか。それはそうであろう。名探偵コナン
でもない限り、そうそう偶然に殺人現場に遭遇する
ことなど、あり得ない。
　けれども、会社を初め、いくつかの組織には、こ
れと似たような状況が存在する。そう、背筋を何や
ら冷たいものが走った方も居られるかもしれないが、
リストラの場面である。リストラの場面では、削減
するものが、事業であれ、人間であれ、特許であれ、
かような選択肢の上に立たされるものである。
　実際、特許事務所の人員整理の場面では、このあ
たりを完全に間違って、自滅の道を歩んでいる例も
見られる。例えば、年収1500万円のマネージャーを
切るか、年収300万円のパラリーガルを５人切るの
か。どちらも人員削減による費用の節減効果は同じ
である。むろん、より負担が少ないのは、１人を切
ることである。まず、上記の暴走トロッコの例のよ
うに、「５人が犠牲になるよりも、１人が犠牲にな
るほうが…」の考えが働く。そして、実際の現場で
も、退職に向かうための面談の数が少なくて済むの
で、体力的な面でも負担が少ない。しかも、だいた
い1500万円ももらうプレーヤーなら、再就職先もあ
る。辞めた後でもそう困らないだろうから、面談も
そう困難ではなく、退職時の処遇を話し合えばよい
くらいである。なので、こちらのほうが、精神的な
負担も少ない。
　そしてまた、体力的、精神的な負荷を低減させる
ために、希望退職から入るところもある。要は、大
企業で普通に行われていることをそのまま真似する
わけである。けれども、それで上手く行った例を見
たことがない。そんなことを特許事務所で行えば、
どこでも通用するような優秀な人材から抜けていき、
他に行き場の無いような無能な人材が残るだけであ
る。そうであるにもかかわらず、ある程度の規模の
事務所では、希望退職から始まり、次に高給取りか
ら切っていくようなことが行われていたりするので


